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事故で怪我をした場合の一般的な流れ  
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今年もこの時期がやってきました。Trick or Treat
に出かけたり、友達と集まり仮装パーティをしたり、

楽しみ方はそれぞれですね。 
 

ハロウィーンキャンディ Top 10 
 

1. Kit Kat 
2. Reese’s Peanut Butter Cups 
3. Smarties 
4. Starburst 
5. Nerds 
6. Twix 
7. Sour Patch Kids 
8. Whoppers 
9. Skittles 
10. Tootsie Rolls 
 
子どもたちが大量のキャンディをもらってくること

に、ぞっとするご両親も多いことでしょう。そんな中

実際はキャンディよりもおもちゃのほうが喜ぶとい

う研究結果も出ているようで、おもちゃだと子どもも

想像力を生かした遊びができるなど、キャンディに

代わるものをTrick-or-treatersたちにあげる人たち

も増えてきているようです。以下は一例。 
 

←現在大人気！
Rainbow Loom  
Bracelet 
   暗闇で光る歯→ 

 

【参考】kidzworld.com, Pennlive.com 

事故発生後は、明らかな怪我でなければ、「自分は怪我をしているんだろう

か？」「どこか痛いところはないだろうか？」と考えても、ショックで痛みを感じない

場合があるようです。大丈夫だろうと病院に行かずにいると、数日後に思わぬ首

の痛みに襲われることに・・・ 

今回は、事故で怪我をし、病院に行く場合の流れにつき簡単にご説明いたします。 
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お見積もりから保険に関するご質問など 

お気軽にご相談下さい！ 

１．怪我の処置 

・現場から救急車で病院に搬送 

・落ち着いてから当日、翌日にでもすぐにかかりつけの医師に受診してもらう 

▲ポイント▲  

すぐに受診しないでいると、事故が原因である怪我・症状かどうか証明できにくくなり、補償金額

に影響しかねます。また、怪我の部分の写真を撮っておくと、後日保険会社との事故処理がうま

く進まない場合や、弁護士を雇う場合に貴重な証拠となります。 

３．事故報告  

・LGIS あるいは直接ご自身の保険会社に事故報告 

・LGIS あるいは直接相手の保険会社に事故報告 (*相手保険会社の指示に従い事故処理) 
*No‐fault州の場合は過失が相手にあってもご自身の自動車保険の医療費補償か、Secondary PIP をつけら

れていればまずは自分の健康保険で対応頂きます。 

２．病院に着いたら・・・ 

  持参物： ■健康保険カード ■自動車保険ＩＤカード 

・事故が怪我や症状の原因であることを伝える。 

・Co PayやDeduc bleなど実費精算したものに関しては、領収書を必ず保管する。⇒後で払い戻

してもらえる場合もあるため。 

・すでに事故報告をしていれば①クレーム番号、②クレーム担当者名、③連絡先も伝える。 

４．事故処理 

・医療費に関しては、医療費専門のクレーム担当者（車のダメージとは別）とやり取りをする。 

・病院と保険会社間で直接支払請求ができない場合は、個人宛に届く請求書を医療費専門の

クレーム担当者に転送する。クレーム担当者は随時内容を確認し支払い手続きを行う。 

▲ポイント▲ 

保険会社がクレーム処理を行うためのフォーム（例：Application For Medical Payments Bene-

fits）に記入が必要です。フォームの中には提出が遅れると医療費の精算が滞るものもあるた

め、迅速に対応が必要です。※ただし、各種フォームは内容を理解してからご署名下さい。 

また、相手の保険会社を使う場合は、事故状況を検証し、必要な医療費額が判明してから医

療費が支払われるようになるため、場合によっては医療費を支払ってもらうまでかなりの時間

がかかります。 

事故処理においてサポートが必要な場合は 

随時弊社までご相談下さい。 

10月31日（木） 

＊上記は一般的な流れです。実際はケースバイケースで異なる場合もあるため参考として一読下さい。 


